　　　知多市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
　（趣旨）
第１条　知多市地域経済循環創造事業補助金（以下「補助金」という。）は、地域における経済循環のため、民間事業者等が行う地域経済循環創造事業（以下「補助事業」という。）の実施に要する経費に対し、予算の範囲内において民間事業者等に交付するものとし、その交付に関しては、地域経済循環創造事業交付金交付要綱（平成２５年２月２７日付け総行政第２９号総務大臣通知。以下「総務省要綱」という。）及び知多市補助金等交付規則（平成４年知多市規則第２１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
　（定義）
第２条　この要綱における用語の意義は、総務省要綱において使用する用語の例による。
　（補助の対象及び補助金の額）
第３条　市長は、補助事業の実施に要する経費のうち、市長の申請に基づき総務省要綱第１０条第１項の交付決定を受けたものについて補助金を交付する。
２　補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、総務省要綱第５条第１項に定める経費（市の他の補助金の交付を受け、又は受ける見込みのある経費を除く。）であって、補助事業に係るものとする。
３　補助金の交付対象となる者は、補助事業を実施しようとする民間事業者等であって、市内に事業所を有し、又は設置しようとする者とする。
４　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。
　(1) 市税を滞納している者
　(2) 知多市暴力団排除条例（平成２３年知多市条例第１６号）第２条第１号に規定する暴力団若しくは同条第２号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
５　補助金の額は、補助対象経費の額から融資額等及び補助事業を実施する民間事業者等が負担する資金の額の合計額を差し引いた額とし、限度額は別表のとおりとする。
６　補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
　（交付の申請）
第４条　補助金の交付を受けようとする者は、知多市地域経済循環創造事業補助金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。
　(1) 地域経済循環創造事業交付金実施計画書
　(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
　(3) 工程表その他の事業の完了までの日程が分かる資料
　(4) 市税等の滞納がないことを証明する書類
　(5) 事業の概要が分かる概略図又は構想図
　(6) 申請に係る事業の実施期間が一の年度を超える場合は、交付金申請調書
　(7) 第７条ただし書の規定により事前着手を行う場合は、交付決定前着手届出
　(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
２　前項の場合において、申請に係る事業の経費に消費税等仕入控除税額があるときは、これを減額しなければならない。ただし、当該申請の時点において消費税等仕入控除税額が明らかでないものにあっては、この限りでない。
３　市長は、第１項の規定による申請（以下「交付申請」という。）があったときは、当該交付申請に係る民間事業者等及びその実施する事業の内容について第１８条第１項に規定する審査委員会の審査に付するものとする。
４　市長は、第１８条第８項の規定による報告があったときは、当該報告に基づ
き、速やかに総務省要綱第９条第１項の規定による申請を総務大臣（以下「大臣」という。）に行うものとする。
　（交付の決定）
第５条　市長は、大臣から総務省要綱第１０条第１項の規定による交付決定通知があったときは、当該交付決定通知に係る補助金の交付を決定し、速やかに知多市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により、交付申請をした者に通知するものとする。
２　前項の場合において、前条第２項ただし書の規定により消費税等仕入控除税額を減額していない経費があるときは、第１３条の額の確定において当該消費税等仕入控除税額を減額するものとする。
３　市長は、補助金の不交付を決定したときは、速やかに知多市地域経済循環創造事業補助金不交付決定通知書（第３号様式）により、交付申請をした者に通知するものとする。
　（交付の条件）
第６条　前条第１項の場合において、市長は、同項の決定（以下「交付決定」という。）に次に掲げる条件を付するものとする。
　(1) 補助金をその目的以外に使用しないこと。
　(2) 補助事業経費の区分ごとに配分された額を変更し、又は補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合は、市長の承認を受けること。
　(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けるこ
と。
　(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
　(5) 補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業が完了した日の属する年度の終了後、５年間保存すること。
　(6) 市長からの求めに応じ、補助事業の遂行状況について、知多市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書（第４号様式）により報告をすること。
　(7) 前各号に掲げるもののほか、総務省要綱第２４条の規定による総務省要綱に準ずる条件を遵守すること。
　（事業の着手）
第７条　補助事業の着手は、交付決定後に行うものとする。ただし、当該交付決定前に着手することが緊急かつやむを得ない場合、着手前に知多市地域経済循環創造事業補助金交付決定前着手届（第５号様式）を市長に提出し、承認を受けなければならない。
　（状況報告）
第８条　補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の遂行の状況に関し、市長から報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
　（計画変更等の申請）
第９条　補助事業者は、総務省要綱第１３条第１項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ知多市地域経済循環創造事業補助金事業計画変更・中止・廃止承認申請書（第６号様式）を市長に提出しなければならない。
２　市長は、前項の規定による計画の変更等の申請があったときは、速やかに総務省要綱第１３条第１項の規定による申請を大臣に行うものとする。
　（変更等承認の通知）
第１０条　市長は、大臣から総務省要綱１３条第２項の規定による承認通知があったときは、速やかに知多市地域経済循環創造事業補助金事業計画変更・中止・廃止承認通知書（第７号様式）により、補助事業者に通知するものとする。
　（補助事業遅延の報告）
第１１条　補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由が明らかとなる事由を記載した書面を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
　（実績報告）
第１２条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して１０日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、知多市地域経済循環創造事業補助金実績報告書（第８号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
　(1) 収支精算書
　(2) 契約書、請求書、領収書、納品書等の写し
　(3) 写真、設計図、施設設置等位置図、雇用状況等補助事業の成果が分かるもの
　(4) 地域金融機関等からの融資決定通知等融資額を確認できる書類
　(5) 第６条第５号に規定する帳簿の写し
　(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
２　補助事業者は、補助事業の実施期間が一の年度を超える場合には、当該補助事業に係る交付申請をした日の属する年度の３月３１日までに、知多市地域経済循環創造事業補助金実績報告書（第８号様式）に前項各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
３　市長は、第１項又は前項の報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、第１項の報告にあっては総務省要綱第１４条第１項の報告を同項に定める期日までに、前項の報告にあっては同条第２項の報告を同項に定める期日までに大臣に行うものとする。
　（額の確定等）
第１３条　市長は、大臣から総務省要綱第１５条第１項の交付額確定通知があったときは、当該交付額確定通知に係る補助金の額を確定し、知多市地域経済循環創造事業補助金額確定通知書（第９号様式）により補助事業者に通知するものとする。
　（交付）
第１４条　補助金は、額の確定後に交付する。ただし、規則第１８条第２項の規定により概算払又は前金払をすることができる。
２　補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、知多市地域経済循環創造事業補助金交付請求書（第１０号様式）を市長に提出しなければならない。
　（事業完了後の事業実施状況報告等）
第１５条　補助事業者は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して５年以内の間、毎会計年度終了後の３０日以内に、当該補助事業の実施状況について市長に報告しなければならない。
２　補助事業者は、交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関等の協力のもと回答しなければならない。

３　補助事業者は、総務省要綱第２２条第３項の規定により市が大臣から交付金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ぜられたときは、当該額を市に返還しなければならない。

　（交付決定の取消し及び補助金の返還）
第１６条　交付決定の取消し及び補助金の返還については、総務省要綱第１５条第３項及び第４項、第１７条並びに第１８条の規定の例による。 
２　市長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金を既に交付しているときは、知多市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書（第１１号様式）により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
　（財産処分の制限）
第１７条　補助事業者は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・郵政省・自治省令第６号）別表に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ知多市地域経済循環創造事業補助金財産処分等承認申請書（第１２号様式）を市長に提出しなければならない。 
２　市長は、前項の規定による財産処分の申請があったときは、速やかに総務省要綱第２１条第３項の規定による申請を大臣に行うものとする。
３　市長は、総務省要綱第２１条第３項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該補助事業者に収入があるときは、当該収入の全部又は一部に相当する額の補助金の返還を命ずることができる。
　（審査委員会）
第１８条　交付申請に係る総務省要綱第９条第１項の申請の可否及び当該申請の内容について審査するため、知多市地域経済循環創造事業補助金審査委員会（以下「審査委員会」という。）を置く。 
２　審査委員会は、委員長、副委員長及び本部員で組織する。

３　委員長は副市長、副委員長は環境経済部長、本部員は知多市庁内会議規程（平成３年知多市訓令第２号）第３条第１項第２号に規定する職員その他市長が必要と認める職員をもって充てる。
４　委員長は、会務を総理する。
５　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
６　審査委員会は、必要に応じて交付申請をした民間事業者等に説明を求めることができる。
７　審査委員会の会議は、非公開とする。
８　審査委員会は、その会議の結果について市長に報告するものとする。
　（委任）
第１９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　（施行期日）

１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
　（失効）
２　この要綱は、令和１２年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づき、現に補助金の交付の決定を受けた補助事業に係る規定については、同日後も、なおその効力を有する。

別表（第３条関係）

	融資額等
	補助金限度額

	補助金額と同額以上２倍未満
	３，０００万円

	補助金額の２倍以上３倍未満
	４，０００万円

	補助金額の３倍以上４倍未満
	５，０００万円

	補助金額の４倍以上
	５，５００万円


第１号様式（第４条関係）
知多市地域経済循環創造事業補助金交付申請書
　　年　　月　　日　
　知多市長　　　　　　　　様
　申請者　所在地　　　　　　　　　　　　
　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　
　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　
　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　
　　　　　年度において、知多市地域経済循環創造事業補助金の交付を受けたいので、知多市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第４条第１項の規定により下記のとおり申請します。
記
１　補助金交付申請額
　　知多市地域経済循環創造事業補助金　　　　　　　　　　円
２　補助事業の完了予定年月日
　　　　　　　　年　　月　　日
３　添付書類
　(1) 地域経済循環創造事業交付金実施計画書
　(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
　(3) 工程表その他の事業の完了までの日程が分かる資料
　(4) 市税等の滞納がないことを証明する書類
　(5) 事業の概要が分かる概略図又は構想図
　(6) 申請に係る事業の実施期間が一の年度を超える場合は、交付金申請調書
　(7) 第７条ただし書の規定により事前着手を行う場合は、交付決定前着手届出
　(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第２号様式（第５条関係）
知多市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書
知多市　指令　第　　号　
　　年　　月　　日　
　　　　　　　　　　　　　様
知多市長　　　　　　　　　印　
　　　　　年　　月　　日付けで交付申請のあったことについては、次のとおり交付決定したので、知多市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第５条第１項の規定により通知します。
	補助事業の名称
	

	交付決定額
	円　　

	交付の条件
	(1) 補助金をその目的以外に使用しないこと。
(2) 補助事業経費の区分ごとに配分された額を変更し、又は補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業が完了した日の属する年度の終了後５年間保存すること。
(6) 市長からの求めに応じ、補助事業の遂行状況について、知多市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書（第４号様式）により報告をすること。


第３号様式（第５条関係）
知多市地域経済循環創造事業補助金不交付決定通知書
知多市　指令　第　　号　
　　年　　月　　日　
　　　　　　　　　　　　　様
知多市長　　　　　　　　　印　
　　　　　年　　月　　日付けで交付申請のあったことについては、知多市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第５条第３項の規定により下記のとおり交付しないことを決定したので通知します。
記
	補助事業の名称
	

	交付しない理由
	


第４号様式（第６条関係）
知多市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書
　　年　　月　　日　
　知多市長　　　　　　　　様
報告者　所在地　　　　　　　　　　　　
　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　
　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　
　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　
　　　　　年　　月　　日付け知多市　指令　第　　号で交付決定のあった知多市地域経済循環創造事業補助金について、事業の遂行状況を知多市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第６条第６号の規定により下記のとおり報告します。
記
１　事業の名称
２　報告の時点
　　　　年　　月　　日現在
３　遂行状況
　
第５号様式（第７条関係）
知多市地域経済循環創造事業補助金交付決定前着手届
　　年　　月　　日　
　知多市長　　　　　　　　様
　申請者　所在地　　　　　　　　　　　　
　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　
　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　
　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　
　　　　　年　　月　　日付けで知多市地域経済循環創造事業補助金の交付申請している事業について、下記条件を了承の上、交付決定前に着手したいので、知多市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第７条の規定により下記のとおり届け出ます。
記
１　交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変を含むあらゆる事由によって事業に喪失を生じた場合であっても、当該損失は事業実施主体が負担する。
２　交付決定を受けた補助金の金額が、交付申請額又は交付申請予定額に満たない場合、そのことをもって異議を申し立てない。
３　着手した後は、交付決定を受けるまでは事業実施計画の変更を行わない。
	事業名
	

	事業量
	

	事業費
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　

	事業実施主体
	

	着手予定年月日
	年　　　　月　　　　日

	完了予定年月日
	年　　　　月　　　　日

	交付決定前に事業

に着手する理由
	


第６号様式（第９条関係）
知多市地域経済循環創造事業補助金事業計画
（変更・中止・廃止）承認申請書
　　年　　月　　日　
　知多市長　　　　　　　　様
　申請者　所在地　　　　　　　　　　　　
　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　
　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　
　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　
　　　　　年　　月　　日付け知多市　指令　第　　号で交付決定のあった知多市
地域経済循環創造事業補助金について、下記の理由により補助事業の計画（変更・
中止・廃止）の承認を受けたいので、知多市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
第９条第１項の規定により下記のとおり申請します。
記
	補助年度
	　　　　年度

	補助事業の内容
	　変更前

	
	　変更後

	変更又は中止
（廃止）の理由
	

	変更又は中止
（廃止）の年月日
	　　　年　　月　　日（予定）


第７号様式（第１０条関係）
知多市地域経済循環創造事業補助金事業計画
（変更・中止・廃止）承認通知書
知多市　指令　第　　号　
　　年　　月　　日　
　　　　　　　　　　　　　様
知多市長　　　　　　　　　印　
　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった知多市地域経済循環創造事業補助金
事業計画（変更・中止・廃止）承認申請について、知多市地域経済循環創造事業補
助金交付要綱第１０条の規定により下記のとおり承認します。
記
１　計画（変更・中止・廃止）内容
２　計画（変更・中止・廃止）理由
第８号様式（第１２条関係）
知多市地域経済循環創造事業補助金実績報告書
年　　月　　日　
　知多市長　　　　　　　　様
　申請者　所在地　　　　　　　　　　　　
　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　
　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　
　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　
　　　　　年　　月　　日付け知多市　指令　第　　号で交付決定のあった知多市
地域経済循環創造事業補助金の補助事業について、下記のとおり（　完了　・　会
計年度が終了　）したので、知多市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第１２条
の規定により関係書類を添えて報告します。
記
１　事業の名称
２　補助金交付決定額　　　　　　　　　　円
３　事業実施期間　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで
４　関係書類
　(1) 収支精算書
　(2) 契約書、請求書、領収書、納品書等の写し
　(3) 補助事業の成果がわかるもの（写真、設計図、施設設置等位置図、雇用状況等）
　(4) 地域金融機関等からの融資決定通知等融資額を確認できる書類
　(5) 第６条第５号に規定する帳簿の写し
　(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第９号様式（第１３条関係）
知多市地域経済循環創造事業補助金額確定通知書
知　発第　　号　
　　年　　月　　日　
　　　　　　　　　　　　　様
知多市長　　　　　　　　　　印　
　　　　　年　　月　　日付けで実績報告のあった補助事業については、次のとおり補助金の額を確定したので、知多市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第１３条の規定により通知します。
	補助事業の名称
	

	交付決定額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	確定額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


第１０号様式（第１４条関係）
知多市地域経済循環創造事業補助金交付請求書
　　年　　月　　日　
　知多市長　　　　　　　　様
　請求者　所在地　　　　　　　　　　　　
　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　
　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　
　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　
　　　　　年　　月　　日付け　　　　　第　　　号で補助金の交付決定又は補助金額の確定を受けた知多市地域経済循環創造事業補助金について、知多市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第１４条第２項の規定により次のとおり請求します。
	補助事業の名称
	

	請求金額
	円　　

	交付決定額
又は確定額
	円　　

	上記のうち受領済額
	円　　

	振込口座
	金融機関名
	

	
	店名
	

	
	預金種別
	
	口座番号
	

	
	フリガナ
	

	
	口座名義人
	


第１１号様式（第１６条関係）
知多市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書
知　発第　　号　
　　年　　月　　日　
　　　　　　　　　　　　　様
知多市長　　　　　　　　　　印　
　　　　　年　　月　　日付け知多市　指令　第　　号で交付決定した知多市地域経済循環創造事業補助金の補助対象事業については、知多市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第１６条第２項の規定により　　　　　　　　円の返還を命ずる。
第１２号様式（第１７条関係）
知多市地域経済循環創造事業補助金財産処分等承認申請書
　　年　　月　　日　
　知多市長　　　　　　　　様
　申請者　所在地　　　　　　　　　　　　
　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　
　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　
　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　
　知多市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第１７条第１項の規定により財産処分の承認を受けたいので次のとおり申請します。
	事業名
	

	事業者の名称
所在地
代表者氏名
	

	総事業費
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	補助対象経費
	

	処分する施設・
設備の名称
	

	処分内容
	

	処分する理由
	



－　５　－



